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第１ 一般事項 

１  業務名称 

防水扉定期点検整備（南北線、東西線） 

 

２  業務概要 

本業務は、札幌市高速電車線路設備である防水扉の定期点検及び整備を行うもので

ある。 

 

３  対象 

対象は、以下に設置されている防水扉である。諸元については別紙１、形状及び寸

法については別紙２を参照のこと。 

(1) 南北線 5k838m（幌平橋駅） 

(2) 東西線 7k203m（バスセンター前駅－菊水駅） 

(3) 東西線 7k465m（バスセンター前駅－菊水駅） 

 

４  履行期間 

契約書に示す着手の日から令和４年１月 21日 

 

５  関係法規等 

本業務を履行するにあたっては、本仕様書の他に下記の法令等を遵守し、業務の適

切な履行を図るものとする。 

(1) 高速電車線路検査要領 

(2) 労働安全衛生法 

(3) 日本産業規格 

(4) その他関係法規及び規格 

 

６  労災保険 

本業務を履行するにあたっては、労災保険関係を成立させること。 

 

７  疑義 

本仕様書の記載事項に対し、疑義が生じた場合は、応札以前に申し出るものとし、

契約後については、契約書の規定に基づき委託者と受託者が協議のうえ定めるものと

する。 

 

８  履行内容等の変更 

履行内容の変更とは、設計変更（仕様又は請負金額等の変更）及び履行期間変更で

あるが、その決定及び契約変更は、当該履行内容の目的を変更しない限度において、

特に必要な場合のほかはこれを行うことができない。 

履行内容の変更が必要と判断されるものについては、時期を失することなく委託者

と協議すること。 

 

９  検査 

完了後は委託者の完了検査を受けること。また、完了検査前に社内検査及び清掃を

実施すること。社内検査項目については、事前にこれを委託者に提出すること。 

なお、業務に必要とする各種検査の立会及び関係書類の作成については、委託者の

指示に従い、これに要する費用は全て受託者側で負担すること。 
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１０  札幌市環境マネジメントシステムの運用への協力 

(1) 受託者は、本業務に従事する者へ札幌市の「環境方針」（別添）を周知し、本市

の環境配慮に対する取り組みについて理解させること。 

(2) 受託者は、本市環境マネジメントシステムに合致する形で業務を履行すること。 

 

１１  札幌市鉄道事業安全管理規程の遵守及び運輸安全管理の徹底 

(1) 受託者は、安全第一の意識を持って、札幌市鉄道事業安全管理規程で定める事項

を遵守するとともに、輸送の安全を確保するために社内体制を整備し、業務従事

者にこれを徹底すること。 

(2) 受託者は、委託者の輸送事業に係わる安全管理体制に積極的に協力するとともに、

輸送の安全を確保するため、委託者との密接な連携を図ること。 

 

１２  現場管理 

(1) 業務責任者を責任者とし、機器の搬入、整備及び試験等の際には、関係法規等を

遵守すると共に、常に細心の注意をもって安全に作業すること。また、危険と思

われるものについては、適当な保安設備及び要員等を配置し、安全をはかること。 

(2) 業務責任者は、防水扉設備の構造・機能等を熟知し、動力機器に関する一般知識

と整備経験を有する者を選定し、委託者の承諾を得ること。 

(3) 作業員は、本業務と同様の業務に精通している者を選定するとともに、事前に作

業手順等を教習し熟知させること。 

(4) 作業員は、その所属が容易にわかる腕章、作業着、ヘルメット等を着用すること。

また、業務責任者は他作業員と容易に識別できるようにし、営業時間帯における

作業員の行動を管理すること。 

(5) 作業時は、常に整理・整頓及び清掃に心掛け、作業後の点検、確認を忘れずに行

うこと。 

(6) ガソリン、火薬等の危険物を使用する場合は、委託者の許可を得るものとし、そ

の保管、取扱には充分注意すること。 

(7) 作業上、火気を使用するときは、取扱に充分注意し、使用後の消火を確認するこ

と。 

(8) 常に作業現場の入出場管理を行い、火災、盗難及びその他の事故防止に努めるこ

と。 

(9) 事故が発生した場合は、応急措置をとると共に、速やかに委託者に報告すること。 

(10) 業務着手から業務完了までの機器の保全、管理及び事故発生時の処理等は、すべ

て受託者の責任において行うこと。 

 

１３  提出書類 

本業務を履行するにあたっては、下表の書類を提出すること。 

 

項番 提出書類 数 提出期限 ｻｲｽﾞ 備考 

１ 業務着手届 

1 着手後速やかに A4 

 

２ 業務工程表  

３ 業務責任者経歴書  

４ 業務計画書 1 決定後速やかに A4 

実施工程表、作業要

領、現場組織表、連

絡体制表、安全管理 

５ 業務完了届 1 完了時 A4  
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６ 業務写真 1 完了時 A4  

７ 実施報告書 1 完了時 A4 各種検査報告書等 

(1) １、２、３及び５の書類様式は、札幌市交通局指定のものを使用すること。 

(2) 実施報告書には以下の内容を含むこと。 

ア  防水扉定期点検整備表（別紙３）の点検結果 

イ  防水扉検査記録（別紙４）の検査結果 

ウ  作業写真 
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第２ 詳細事項 

１  作業日時 

作業日時については次の通りとする。 

‧ 幌平橋駅 令和３年 11月 1日 24:40～翌 5:00 

‧ バスセンター前駅 令和３年 11月２日 24:45～翌 5:00 

‧ 菊水駅 令和３年 11月３日 24:45～翌 5:00 

ただし、上記指定日に実施できない場合は、委託者と協議の上、その日から前後３

週間以内に実施すること。 

作業当日は、23 時 30 分までに駅に集合し、委託者の指定する場所にて作業開始時

刻まで待機すること。また、全ての作業及び軌道外への退避を、翌 5 時までに終了さ

せること。 

 

２  作業概要 

点検作業にあたっては、委託側担当者と十分な打合せを行い遺漏の無いようにする

こと。また、委託者が選出する作業責任者の指示に従い行動すること。 

 

(1)  「定期点検整備表」（別紙３）に基づき作業を実施すること。 

(2)  架線に接触しない範囲で電動及び手動にて動作試験を行うこと。その際には、架

線を切断しない様に細心の注意を払うこと。（別紙５「操作説明書」参照） 

(3)  別紙２に示す自動休止装置の指定部位について浸透探傷試験を行い、亀裂の有無

を確認すること。なお、試験方法は JIS Z2343-1（非破壊試験-浸透探傷試験-）

によること。 

(4)  ワイヤーロープについては一部清掃を実施し、素線切れ及び摩耗等の劣化状態を

確認すること。 

(5)  作業中に発見した不具合箇所については、速やかに委託者に報告すること。 

 

３  作業工具について 

(1)  受託者は本業務で使用する作業工具等について事前に点検し、実際の使用に支障

の無いようにすること。 

(2)  作業で使用する工具等については、作業前後の員数が確認できる書類を作成し、

移動経路と作業現場に置き忘れがないよう注意すること。 

(3)  作業工具等及び消耗品（ウエス、養生シート等）は受託者にて用意すること。 

 

４  その他留意事項 

(1)  本線に入場する際は、委託者が選出する作業責任者の指示に従うこと。 

(2)  適正な工具の使用及び養生等を行い、安全対策を徹底すること。 

(3)  作業者は、ヘルメット及び安全靴等の保護具の着用を徹底し、周囲に注意を払い

安全に作業すること。 

(4)  扉体の上で作業を行う際には、落下防止のために命綱等の安全対策を施すこと。 

(5)  作業中に走行路面上に物を落とさないように十分に注意すること。なお、物を落

とした場合は、責任を持って回収すること。 

(6)  危険物及び火気を使用する場合は、事前に委託者と打合せ許可を得るものとする。

その際は消火器を常備し、火の始末は確実に行うこと。


